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答  申  

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した不動産取得税還

付不許可決定処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があった

ので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論   

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇所長（以下「処分庁」という。）

が令和２年６月２４日付けで行った別紙１物件目録３記載の土地

（以下「本件土地」という。）に係る不動産取得税還付不許可決

定処分（内容は別紙３処分目録のとおり。以下「本件処分」とい

う。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、以下の理由により、本件住宅を新築したのは、本件

土地の買受者である請求外〇〇であるから、地方税法（以下

「法」という。）７３条の２４第１項１号にいう「特例適用住宅

の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行なわれる

場合」の適用があり本件処分は取り消されるべきとして、既に納

付した不動産取得税の還付を求めているものと解される。  

１  本件土地に係る土地売買契約書の特約事項⑤は、請求外〇〇自

身が本件住宅を建てるというので、特約として記入してもらった

ものである。請求外〇〇が建てないのであれば、請求人から同内
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容の記載を求めることはしないし、請求人としてもできないのが

通常である。このことは、立会いした仲介業者も承知している。  

２  日本の法務局における表示・所有権保存登記の必要書類である

住民票に相当する書類を〇〇の行政庁から入手することについて、

〇〇人である請求外〇〇側に書類を整えることができない事情が

あり、登記手続ができないと聞いている。登記簿上で所有者が確

認できない場合は、それ以外の方法により、誠意をもって事実調

査を行い、その上で課税決定がなされるべきである。  

３  親しい間柄では、「便宜上の名義貸し」というのはあるし、実

際には、共有者がいる場合でも、代表者の名前で請負契約を行う

ということはよくあることである。  

  

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和３年９月１６日  諮問  

令和３年１１月１６日  審議（第６１回第４部会）  

令和３年１２月２１日  審議（第６２回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した  

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法７３条の２４第１項及び同項１号によれば、道府県は、土
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地を取得した日から２年以内（ただし、法附則１０条の２第３

項によれば、本件のように、当該土地の取得が平成１６年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に行われたときについて

は、「２年」ではなく「３年（同日から３年以内に特例適用住

宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合

には、４年）」とされている。）に当該土地の上に特例適用住

宅が新築された場合（当該取得をした者（以下同号において

「取得者」という。）が当該土地を当該特例適用住宅の新築の

時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築

が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に

限る。）においては、当該土地の取得に対して課する不動産取

得税については、当該税額から１５０万円（特例適用住宅一戸

（略）についてその床面積の２倍の面積の平方メートルで表し

た数値（当該数値が２００を超える場合においては、２００と

する。）を乗じて得た金額が１５０万円を超えるときは、当該

乗じて得た金額）に税率を乗じて得た額を減額するとされてい

る。  

なお、条例４８条１項、同項１号及び条例附則５条の２の７

においてもこれと同旨の規定がおかれている。  

⑵  また、法７３条の２４第１項の規定の適用については、条例

４８条で定めるところにより、当該土地の取得につき同条１項

の規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用す

るものとされている（同条５項）。  

これを受けて、条例４８条７項は、同申告書に添付する当該

事実を証明する書類として、当該土地の所在、地番、地目及び

地積（１号）、土地の取得年月日（２号）等の当該土地に関わ

る事実や特例適用住宅の新築者の住所及び氏名又は名称（５

号）等、８つの項目を列挙し、これらの書類について遅滞なく

提出しなければならないとしている。  
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⑶  そして、法７３条の２７第１項は、同条の２４第１項１号の

適用があることとなつたときは、納税義務者の申告に基づいて、

減額すべき額に相当する税額を還付するものとしており、条例

４８条の４においても、これと同旨の規定がおかれている。  

２  本件についての検討  

  これを本件についてみると、請求人は平成２８年９月１２日

に分筆前の〇〇番を取得し、同土地を分筆後の〇〇番と本件土

地に分筆した後、平成２９年４月１３日、本件土地を請求外〇

〇に譲渡したことが認められる。  

しかし、請求人が事務所に提出した建築確認等台帳記載事項

証明書（以下「本件証明書」という。）により、法附則１０条

の２第３項に掲げる「３年以内」に本件住宅が新築されている

こ と は 確 認 で き る も の の 、 「 建 築 主 等 の 氏 名 」 欄 に は 「 〇

〇？」と記載されているのみで、本件土地上に新築された本件

住宅の所有者が請求外〇〇であるかどうか確認することはでき

ない。また、本件減額申告書の摘要欄をみても、請求外〇〇と

請求外〇〇との共有名義になる旨の確認を行っている旨記載さ

れているが、その後共有名義とされたことをうかがわせるに足

る書類は提出されていない。また、事務所の行った調査によっ

ても、請求外〇〇が本件住宅を新築したことがわかる資料は確

認できなかった。  

そうすると、本件住宅の新築が、請求人から本件土地を取得

した請求外〇〇によって行われたことを確認できないことから

法７３条の２４第１項１号（条例４８条１項及び同項１号も同

旨）に該当しないとしてなされた本件処分は、法及び条例の定

めるところに従い適正になされており、違法又は不当な点は認

められない。  

なお、事務所は、請求人から所内調査資料による調査等を求

める旨の申出に対し、事務所として調査を行い、本件住宅を新
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築した者が請求外〇〇であることが確認できないことから還付

に応じることはできない旨説明していることが認められる。  

３  請求人の主張についての検討  

請求人は、上記第３のとおり、本件住宅を新築したのは、本

件土地の買受者である請求外〇〇であると主張する。  

⑴  請求人が主張するように、本件土地に係る請求外〇〇との

土地売買契約書に本件減額申告に係る書類の提出について協

力することが特約事項として付され、同条項は、請求外〇〇

が本件土地上に住宅を新築することを前提とする趣旨の記載

であったとしても、本件証明書に請求外〇〇の記載はなされ

ていないことはもとより、請求人からの要望により事務所が

行った職権調査によっても、請求外〇〇が本件住宅を新築し

たことがわかるものが何一つ確認されなかったのであるから、

当該特約事項の存在や同特約事項が盛り込まれることとなっ

た事情を考慮したとしても、本件処分に取消理由があるとは

認めることができない。  

⑵  また、請求人は、本件住宅が未登記であることについて、

請求外〇〇と請求外〇〇との連名でサインされた登記委任状

の存在や、請求外〇〇との連絡がとれない状況にあることな

ど、登記手続が困難視される事情がある旨について縷々述べ

るが、かかる事情をもって、本件住宅を新築したのは、本件

土地の買受者である請求外〇〇と同一の者であるとして取り

扱うことは困難である。  

⑶  なお、請求人は、親しい間柄では、「便宜上の名義貸し」

というのがあり、請求人が土地を譲渡した際、買主〇〇が、

家屋は自分で建てると約束したため売買契約書に「売主が税

務署より不動産取得税の軽減に係る書類の提出を求められた

場合には、買主は当該書面（建築確認書類、または完了検査

に係る書類）の提出について協力するものとすること。」と



6  

いう条項を入れたものであるから、本件建物の建築者は〇〇

であるというもののようであるが、売買契約書の上記記載か

ら〇〇が建築義務を負うとまで解することはできず、他に〇

〇が本件建物を建築したことを推認させる適確な資料もない

から、請求人の主張は採用できない。  

したがって、請求人の上記各主張は、いずれも本件処分の違

法性又は不当性を求める理由にはならない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 

別紙１から別紙３まで（略）  

 


